
 

大和市地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担軽減申請書  

大 和 市 長 あて 

次のとおり申請します。 

申請年月日 令和    年  月  日 

申

請

者 

フリガナ ヤマト  シンタロウ 

生年月日 

昭和 ４５年６月１８日 
氏 名 

大和 親太郎 

個人番号               

【18歳未満の場合は、保護者の氏名を記入】  

居住地 

〒２４２－０００１ 

大和市鶴間１－３１－７ 

                  電話番号０４６（２６０）５６７３ 

フリガナ ヤマト  コタロウ 

生年月日 平成２３年１２月 ７日 

支給申請に係る 

児 童 氏 名 

大和 子太郎 

個人番号              続 柄 子 

身体障害

者 手 帳 
有 ・ 無 

療育 

手帳 
有 ・ 無 

精神保健 

福祉手帳 
有 ・ 無 疾病名  

受 給 中 の 

他のサービス 

□ 居宅介護  □ 行動援護  □ 短期入所  □その他（        ） 

□ 施設入通所 （施設名：             ） 

 

申
請
す
る
サ
ー
ビ
ス
内
容 

□ 移動支援     時間／月 

【10時間を超える場合はその理由】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ サービス利用計画書を添付すること 

□ 日中一時支援      回／月 利用(予定)事業所  

 

 

起案日 ・   ・ 

 

決 

裁 

担 当 係 長 課 長 

決裁日 ・   ・    

施行日 ・   ・ 

送付日 ・   ・ 
上記及び裏面のとおり申請がありましたので、 

別紙のとおり決定してよいでしょうか。 

 

□本人申請 

 □個人番号確認 

 □身元確認（□１点 □２点） 

□代理人申請 

 □代理権確認 

 □申請者本人の個人番号確認 

 □代理人の身元確認（□１点 □２

点） □補記 

 

記入見本 

黒塗り部分をご記入の上相談支援事業所 

またはすくすく子育て課にお持ちください。

裏面に署名してください。 



 
利用者負担に関する設定 
□下記の世帯に属するため、利用者負担の免除を申請します。（あてはまるものに○をつける。） 

１．生活保護受給世帯 

２．市町村民税非課税世帯に属する者 

□下記のいずれにもあてはまるため、利用者負担の軽減を申請します。 

 １．施設入所者（注）以外の者 

 ２．市町村民税課税世帯に属する者のうち世帯の市町村民税所得割額の合計額が１６万円未満（申請者が障が

い児の保護者の場合、２８万円未満）の者 

※１８歳以上（入所施設利用者は２０歳以上）の障がい者の「世帯」の範囲は「障がいのある方及び同一の世

帯に属する配偶者」です。 

※いずれも、事実関係を確認できる書類を添付して申請すること。 

（注）対象施設は、介護給付費の対象となる入所施設（障害者支援施設、特定旧法指定施設） 

 

上記の軽減制度を申請する場合に限り、下記の世帯の状況をご記入ください。 

世 帯 の 状 況 

氏   名 続柄 課税状況 氏   名 続柄 課税状況 

 本人 課税 / 非課税   課税 / 非課税 

  課税 / 非課税   課税 / 非課税 

  課税 / 非課税   課税 / 非課税 

（注）障害福祉サービス受給者証をお持ちの方は、同じ区分となります。 

 

【同意欄】 

（１） サービス利用計画又は個別支援計画等を作成するために必要があるときは、障害支援区分認定に係

る認定調査の内容、サービス利用以降聴取の内容、市町村審査会における審査判定結果・意見及び医師

意見書の全部又は一部、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証を大和市から指定相談支援事

業者、障害福祉サービス事業者若しくは障害者支援施設の関係人に提示することを同意します。 

（２） 当該支給申請に伴う、支給の決定にあたり、私及び私と同一の世帯に属する家族に係る住民票、税

情報等の関係情報を収集することを承諾します。 

（３）サービス利用者が児童の場合、当該支給申請に伴う、支給の決定にあたり、こども部保育家庭課家

庭こども担当の資料を活用することに同意します。 

申請者氏名：  大和 親太郎   

 

申請書提出者 □ 申請者本人  □ 申請者本人以外（下の欄に記入） 

フリガナ  
申請者との 

関 係 

 

氏 名 
 

                     

住 所 

〒 

 

□ 申請者と同じ            電話番号     （     ） 

 

表面の申請者と同じ方の署名を

忘れずにお願いいたします。 


